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茨城県全域

⽔⼾地⽅法務局管内の遺⾔書保管所⼀覧
〒310-0061  ⽔⼾市北⾒町１番１号
                        (⽔⼾法務総合庁舎)    ℡  029（227）9917

【 管轄区域 】

土浦支局 〒300-0812  土浦市下高津１丁目１２番９号    ℡. 029（821）0783

日立支局  〒317-0072  日立市弁天町２丁目１３番１５号
   ℡.  0294（21）2253                        (日立法務総合庁舎)

【 管轄区域 】

茨城県全域
常陸太田支局 〒313-0013  常陸太田市山下町１２２１番地１

   ℡.  0294（73）0221

【 管轄区域 】

茨城県全域

茨城県全域

【 管轄区域 】

茨城県全域
龍ケ崎支局  〒301-0822  龍ケ崎市２９８５番地    ℡. 0297 （62）0225

【 管轄区域 】

茨城県全域
鹿嶋支局  〒314-0032  鹿嶋市宮下五丁目２０番地４    ℡  0299 （83）6000 

【 管轄区域 】

■ この制度は全国の（地⽅）法務局（遺⾔書保管所：３１２か所）で取り扱っており、①〜③のいずれか
 を管轄する遺⾔書保管所に遺⾔書を保管することができます。
  ①遺⾔者の住所地  ②遺⾔者の本籍地  ③遺⾔者が所有する不動産の所在地
■ 相談又は各種手続の予約は、手続案内予約サービス専用ページ（ https://www.legal-ab.moj.go.jp/hou
 mu.home-t/）に予約する⽅法及び管轄登記所に電話で予約する⽅法があります。
■ 手続に当たり、遺⾔書及び申請書又は各種請求書等は、事前に作成していただく必要があります。
 作成いただいていない場合、予約日にお越しいただいても、手続をお受けできないことがあります。

下妻支局 〒304-0067  下妻市下妻乙１３００番地１    ℡. 0296（43）3935 

【 管轄区域 】

茨城県全域
自筆証書遺⾔書保管制度をご利用いだだくにあたって


